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平成１９年３月１９日付け岐阜市ま政第４５号で、照会のありましたことにつ

いて、本協議会の意見は次のとおりです。 

 
（意見） 

岐阜市中心市街地活性化基本計画（案）（以下「基本計画案」）は、岐阜市の

中心市街地を活性化させる計画として妥当なものである。 

 
（付帯意見） 

基本計画案では、５年間で実施される事業の実施主体、支援内容等が明記さ

れるとともに、数値目標も設定されていることから、中心市街地が活性化され

ると考えられるが、より確実に効果が上がることを期待し、次の意見を申し添

える。 
１．行政、事業者及び商業関係者等が一体となった事業推進体制の構築を図

られたい。 
２．基本計画の対象区域に隣接する地区も中心市街地活性化の担い手である

ことを考慮し、まちなか居住や都市福利等に関連する事業においては、

対象区域と隣接地区の連携にも配慮されたい。 
３．これからの社会・経済状況を考えた時、選択と集中によるメリハリの効

いた事業者支援が必要である。事業者の自主性、意欲、創意工夫に基づ

いた支援に配慮されたい。 
以上 


